
延岡市スポーツ少年団本部規約 

 

第 １ 章  総  則 

第 １ 条  名称は、延岡市スポーツ少年団本部と称し、事務局を一般社団法人延岡市ス

ポーツ協会に置く。 

 

第 ２ 章  目  的 

第 ２ 条  延岡市スポーツ少年団本部（以下「本部」という）は、スポーツを通して青

少年の心身を健全に育成するため、スポーツ少年団を育成指導することを目的

とする。 

 

第 ３ 章  事  業 

第 ３ 条  本部は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）スポーツ少年団の結成促進及び運営指導 

（２）スポーツ少年団指導者及びリーダーの養成 

（３）スポーツ少年団活動の指導及び援助 

（４）スポーツ少年団の交流事業の実施と指導 

（５）スポーツ少年団指導者組織の育成指導 

（６）関係団体との連絡調整 

（７）その他目的達成に必要な事業 

 

第 ４ 章  登  録 

第 ４ 条  スポーツ少年団の加入は、延岡市スポーツ少年団本部及び宮崎県スポーツ少

年団本部並びに日本スポーツ少年団本部への登録をもって行う。 

２  登録は毎年４月１日より６月３０日までに終わるものとする。 

第 ５ 条  登録の認定並びに取り消し、その他登録に関しては別に定める。 

 

第 ５ 章  役  員 

第 ６ 条  本部に次の役員を置く。 

（１）本部長        １名 

（２）副本部長       ２名 

（３）本部委員       各競技種目別に１名 

（４）会計監査       ２名 

第 ７ 条  本部長は本部を代表し、会務を統轄する。 

第 ８ 条  副本部長は本部長を補佐し、本部長が事故ある時は、 

その職務を代行する。 

第 ９ 条  本部委員は本部委員会を構成する。 

 



  

第１０条  役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

   ２  役員に欠員が生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて欠員を補充する。 

ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 

   ３  役員は任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。  

第１１条  本部に顧問を置くことができる。 

２  顧問は、本部委員会の推薦に基づき、本部長が委嘱する。 

３  顧問は、本部委員会の諮問に応ずる。 

 

第 ６ 章  会  議 

第１２条  会議は、総会及び本部委員会とし、本部長が召集する。 

第１３条  総会は次の事項を決定する。 

（１）役員の選出 

（２）規約の改正 

（３）事業報告の承認と事業計画の決定 

（４）決算の承認と予算の決定 

（５）その他重要な事項 

第１４条  総会は年１回開催する。ただし、本部長が必要と認めた場合は、臨時総会を 

開催することができる。 

第１５条  本部委員会は、本部長、副本部長及び本部委員をもって構成し、本部の会務 

を処理する。 

   ２  本部委員会は、必要に応じて開催する。 

第１６条  本部の会議は、構成員の２分の１以上の出席をもって成立する。ただし、出 

席できないものは他の構成員に委任することができる。 

   ２  本部の会議の議事は、出席者の２分の１以上の賛同によって決定する。ただ 

し、可否同数のときは、議長がこれを決める。 

 

第 ７ 章  専門部会 

第１７条  本部には本部委員会の議決を経て、必要な専門部会を設けることができる。 

   ２  専門部会については、本部委員会の議決を経て別に定める。 

 

第 ８ 章  会  計 

第１８条  本部の経費は、登録料、補助金、寄付金及びその他の収入を充てる。 

第１９条  本部の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日 

に終わる。 

 

   附  則 

１．昭和５１年１月１日施行延岡市スポーツ少年団規約は廃止 

する。 



  

２．この規約は昭和５４年７月１７日より施行する。 

  ３．この規約は平成１８年１１月１４日より施行する。 

４．この規約は平成２０年６月２４日より施行する。 

５．この規約は平成２３年６月２９日から施行する。 

６．この規約は、令和３年１１月１７日から一部改訂して施行する。 

 


